
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

終
り
か
ら

二
二
九
四

二

五
・
五

六
・
〇

二
八
〇
三
〃
一
七

四
一
三
一
〃
一
五
三
・
〇

三
・
五

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

二
〇
一

一
九
五
・
五

五
・
〇

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

四
四

一
二
六
・
〇

五
・
〇

（
原
稿
誤
り
）

六
三
二
二
〜
二
三
九
・
五

九
・
四

（
原
稿
誤
り
）

二
七
四

一
五
四
・
〇

三
・
五

（
原
稿
誤
り
）

八
二

九
四
・
〇

三
・
五

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

八
二

二
一
四
・
〇

三
・
五

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

五
二

一
六
潮
瀬
埼

塩
瀬
埼

（
原
稿
誤
り
）

二
〇
二

一
四
両
津
市

佐
渡
市

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
三
十
万
円
減
少
し
金
二
十

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
六
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
三
五
番
三
号
本
郷
Ｕ

Ｃ
ビ
ル
四
階

F
la
re
In
v
estm

en
t 合
同
会
社

代
表
社
員

髙
木

宏
恭

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
十
八
万
円
減
少
し
金
八
十

二
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
六
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
一
丁
目
八
番
九
号

ニ
ュ
ー
シ
テ
ィ
ハ
イ
ツ
飯
田
橋
七
〇
七

F
la
re
W
ireless 合

同
会
社

代
表
社
員

F
la
re
In
v
estm

en
t 合
同
会
社

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
二
千
万
円
減
少
し
一
億

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
二
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

令
和
七
年
十
二
月
二
日

大
阪
市
中
央
区
平
野
町
四
丁
目
一
番
二
号

大
阪
湾
Ｌ
Ｎ
Ｇ
シ
ッ
ピ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
本

素
直

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
十
億
三
千
八
百
四
十

二
万
七
千
四
百
五
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

掲
載
頁

九
十
頁
（
号
外
第
一
一
六
号
）

令
和
七
年
十
二
月
二
日

福
岡
県
大
野
城
市
川
久
保
一
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

代
表
取
締
役
社
長

半
澤

剛

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

名
古
屋
市
熱
田
区
波
寄
町
五
番
二
五
号

株
式
会
社
シ
モ
デ
ン

代
表
取
締
役

三
輪

幸
弘

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

三
重
県
鈴
鹿
市
江
島
町
亀
池
六
三
三
番
地
の
一

ス
カ
イ
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

下
野

太
郎

平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
号
外
第
六
十
七
号
）
海
上
保

安
庁
告
示
第
百
五
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

九
八
ペ
ー
ジ
一
段
二
一
行
目
と
二
二
行
目
の
間
に
次
の

と
お
り
加
え
る
。

光
達
距
離

三
・
〇
海
里

平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
（
号
外
第
三
十
一
号
）
海
上

保
安
庁
告
示
第
四
十
五
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

平
成
十
七
年
六
月
十
四
日
（
号
外
第
百
三
十
号
）
海
上

保
安
庁
告
示
第
百
五
十
六
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日
海
上
保
安
庁
告
示
第
百
二

十
二
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

平
成
二
十
年
十
二
月
十
日
（
号
外
第
二
百
七
十
一
号
）

海
上
保
安
庁
告
示
第
三
百
四
十
一
号
（
航
路
標
識
に
関
す

る
件
）

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
海
上
保
安
庁
告
示
第
四

十
六
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
海
上
保
安
庁
告
示
第
四

十
七
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日
海
上
保
安
庁
告
示
第
八
十
七

号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
（
号
外
第
六
十
九
号
）
海
上

保
安
庁
告
示
第
二
十
六
号
（
航
路
標
識
に
関
す
る
件
）
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